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(介護保険制度改正関係)
1 介護保険制度改正の概要
2 留意点抜粋 ※感染にかかる介護報酬関係 ※処遇改善

※加算の届出関係 ※包括支援センター関係
※情報の公表

(県の新たな取り組み等)
3 ４月からの新型コロナウイルス対策
4 中山間地の訪問介護
5 医療介護総合確保基金(施設整備)
6 地域包括支援センター
7 介護人材対策・外国人人材確保対策
8 とっとり方式認知症予防プログラムの普及
9 アルツハイマー病治療薬対策

10 認知症行方不明対策
(その他)

(本日の内容)
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1 介護保険制度改正の概要
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資料 → https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/shingi-hosho_126734_00007.html

→ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227813.pdf
令和６年度介護報酬改定に関する省令及び告示の改正

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227974.pdf
介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について

厚労省「令和6年度介護報酬改定について」
以下のホームページに改正事項、省令、関連通知、Q.A.が一覧となっ
ていますので、各サービスに応じて、適宜参照してください。

全国介護保険・⾼齢者保健福祉担当課⻑会議

動画 → https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWiHX06fwfd-ZsRcs2Att6FW

【適宜、以下も参照してください。】
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介護保険制度改正の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230633.pdf

を用いて説明します。
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2-1 留意点抜粋 ※感染にかかる介護報酬関係
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感染対策にかかる介護報酬改定
関連特例は一部を残し廃止
施設の運営基準として対策を整備 → 一般的な施設の順守事項、施設への指導事項

・協力医療機関との連携強化
・対応状況の届け出
・対応に対する加算評価

※経過措置 : 三年間は努力義務
※障害福祉サービス等報酬についても同様に、障害者支援施設等における感染対策

に係る運営基準の整備、対応への加算評価等が検討されている。
<省令改正の例>地域密着型特養> ※赤字新設規定
第百四十五条の二 指定地域密着型介護老人福祉施設は、現に指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護の提供を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のためあらかじめ、第
百三十一条第一項第一号に掲げる医師及び協力医療機関の協力を得て、当該医師及び当該協力医療機関と
の連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の医師及び協力医療機関の協力を得て、一年に一回以上、緊
急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わなければ
ならない。
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(協力医療機関等)
第百五十二条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、次に
掲げる要件を満たす協力医療機関(第三号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。)を定めて
おかなければならない。ただし、複数の医療機関を定めることにより要件を満たすこととしても差し支えな
い。
一 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保している
こと。
二 当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確
保していること。
三 入所者の病状が急変した場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が
診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、一年に一回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した
場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定地域密着型介護老人福祉施設に係る
指定を行った市町村⻑に届け出なければならない。
3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応
を取り決めるよう努めなければならない。
4 指定地域密着型介護老人福祉施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、
当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
5 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該者
の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定地域密着型介護老人福祉施設に速やか
に入所させることができるように努めなければならない。
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2-2 留意点抜粋 ※処遇改善
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○ 介護職員の処遇改善は令和６年度介護報酬改定により、現⾏の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた「介護職員等処遇改善加算」
に一本化される［令和６年６⽉施⾏］（→次スライド）。

○「デフレ完全脱却のための総合経済対策」（令和５年１１⽉２⽇閣議決定）により、令和６年２⽉〜５⽉分の賃上げを⽀援する補助⾦を実施。
○ 未取得事業所向けの相談窓口の設置や、処遇改善やキャリア開発の専門家を講師とする研修会を開催することで、各処遇改善加算等の新規取得や

上位区分の移⾏を⽀援し、介護職員の賃⾦改善を促進する。

介護職員の処遇改善

○ 令和６年２⽉からの介護職員等処遇改善⽀援補助⾦
国における「デフレ完全脱却のための総合経済対策」（令和５年11月２日閣議決定）に基づき、介護職員を対象に令和６年２月〜５月分の賃⾦改善を⾏う介護サービス

事業所等に対して、当該賃⾦改善を⾏うために必要な経費への⽀援を全国的に実施。

【対象となる賃⾦改善のポイント】
①介護職員等ベースアップ等⽀援加算を算定していること。

※令和６年４月サービス提供分からの算定が必要。
②令和６年２⽉分から賃⾦改善を⾏っていること。

令和６年２・３月分は⼀時⾦等による賃⾦改善としても構いません。
③補助⾦の全額を賃⾦改善に充てること かつ、令和６年４・５⽉分の補助額の３分の２以上を

基本給等の引上げに充てること。
※基本給等の引上げ（月給の改善）とは、「基本給」または「決まって毎月⽀払われる手当」の引上げを
いいます。

④介護職員だけでなくその他の職員の賃⾦改善にも充てることが可能です。
介護職員の処遇改善を目的とした補助⾦であることを十分に踏まえた配分をお願いします。

【補助⾦⼿続スケジュール】
3月 交付要綱の周知・交付申請依頼

（県→事業所）
4月 交付申請（事業所→県）
5月 交付決定（県→事業所）
6月 2月〜4月の賃⾦改善分に係る補助⾦⽀払

（県→事業所）
9月 5月の賃⾦改善分に係る補助⾦・過誤調整に

かかる追加交付分をあわせて⽀払
（県→事業所）

10月 実績報告書の提出（事業所→県）
11月 額の確定（県→事業所）
注 補助⾦については県から⽀払いを⾏い、下線部のとおり

６月、９月の２回に分けて⾏います。
毎月のお⽀払いではありませんのでご注意ください。

○介護職員処遇改善加算取得相談窓口［公益財団法人介護労働安定センター委託事業］
介護職員処遇改善加算等の新規取得や、より上位区分の加算取得に向けた⽀援を⾏うことにより、介護職員処遇改善加算等の取得促進を図ることを目的として、介護職

員処遇改善加算取得相談窓口を設置しています。
専門的知識を有する相談員（社会保険労務⼠・キャリアコンサルタント等）による個別の助⾔・指導等を実施しておりますので、是非ご活⽤ください。 14



全国介護保険・高齢者保健福祉担当
課⻑会議資料_令和6年3月（抜粋）

←前述。各都道府県にて実施
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全国介護保険・高齢者保健福祉担当
課⻑会議資料_令和6年3月（抜粋）
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全国介護保険・高齢者保健福祉担当
課⻑会議資料_令和6年3月（抜粋）

17



全国介護保険・高齢者保健福祉担当
課⻑会議資料_令和6年3月（抜粋）
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全国介護保険・高齢者保健福祉担当
課⻑会議資料_令和6年3月（抜粋）
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全国介護保険・高齢者保健福祉担当
課⻑会議資料_令和6年3月（抜粋）
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2-3 留意点抜粋 ※加算の届出関係
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令和６年４月以降の加算の届出に係る留意事項

○ 減算の適用について
以下のものは新たな届出がない場合は「減算型」とみなされますので、減算が適⽤とならない場合は必ずご対応ください。
その他の取り扱いについては、県HP（https://www.pref.tottori.lg.jp/179182.htm）より「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」をご参照ください。

＜算定要件＞
虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合
・虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活⽤して⾏うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図るこ

と。
・虐待の防止のための指針を整備すること。
・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

高齢者虐待防止措置未実施減算

業務継続計画未実施減算
＜算定要件＞

以下の基準に適合していない場合
・感染症や非常災害の発生時において、入所者等に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策

定すること。
・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。
※ 令和７年３月 31 日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を⾏っている場合には、減算を適⽤しない。訪問系サービス、

福祉⽤具貸与、居宅介護⽀援については、令和７年３月 31 日までの間、減算を適⽤しない。

○「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出期限の延⻑について
⿃取県では、令和６年４月以降の届出書の提出期限について、下記のとおり延⻑しています。

サービス種別 提出期限（延⻑後） 提出期限（通常）

居宅系サービス
令和６年４月１５日（月）

令和６年３月１５日（金）
※算定開始月の前月の１５日まで。

施設系サービス 令和６年４月 １日（月）
※算定開始月の１日まで。 22



2-4 留意点抜粋 ※地域包括支援センター関係
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2-5 留意点抜粋 ※情報の公表関係
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3 4月からの新型コロナウイルス対策
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4月以降の対応(福祉施設)
項目 対応案

福祉・医療施設感染対策セン
ター

取組を終了し、各指定・届出機関(指導機関)の業務に
移行

BCP、感染対策に関する指導 指定・届出機関(指導機関)により対応
PCR検査補助金 対応終了
施設内療養 介護・障害報酬上の加算として評価される。
抗原検査キット等の配布 対応完了
10人以上等の感染報告 インフルエンザなどと同様、各施設から保健所に報告

併せて、指定・届出機関(指導機関)に報告
感染管理認定看護師の現地指
導派遣

原則、協力医療機関による対応となるが、指定・届出
機関(指導機関)より、認定看護師に依頼することも可
能。(費用は、施設又は指定・届出機関(指導機関)等)

応援派遣職員対応 対応完了
一般感染対策指導 対応完了
※今後、新型コロナウイルスや新興感染症の感染爆発が起こった場合等は、これまでのコロナ対応を踏まえ、
柔軟に体制見直しを検討。 30



新型コロナの集団感染事例の報告対象の見直し

〇５類移行後も、県独自の取扱いとして、「福祉・医療施設感染対策センター」機能を継続し、高齢者等福祉施設と医療機
関から、７日間で５人以上のコロナ患者が発生した場合の報告をお願いしてきました。

〇医療機関はもとより、福祉施設においても、コロナ対応の経験を積んでいることを踏まえ、報告対象・報告先をインフル
エンザ等の他の感染症と同様の対応に変更します。（令和6年4月1日～）

〇福祉・医療施設感染対策センターは、2024.3.3１で廃止となります。

現 状 令和６年４月以降
医療機関
高齢者等福祉
施設

【報告】新型コロナ患者が７日間で５名以上の陽性が
判明した場合等に、福祉・医療施設感染対策
センターへ報告

【公表】上記事例に関し、患者が10名以上又は全利用
者の半数以上発生した事例について、県感染
症対策センターが公表

【報告】①新型コロナ患者が１週間以内に10名以上又は全
利用者の半数以上発生した場合、
②新型コロナによると疑われる死亡者又は重篤患
者が１週間以内に２名以上発生した場合 等
に、保健所・市町村等施設所管部局へ報告

（福祉・医療施設感染対策センターは令和６年３月末で廃止
なお、一般的な相談対応は、各指導監督機関（担当課・地方機
関・市町村）で対応）

【公表】上記事例について、県感染症対策センターが公表
保育所等 【報告】患者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場

合に、保健所・市町村等施設所管部局へ報告
【公表】上記事例について、県感染症対策センターが公表 同左（変更なし）

学校・幼稚園 【報告】学校保健安全法第20条に基づく休業を行った場合に、
保健所へ報告

【公表】上記事例について、県感染症対策センターが公表
同左（変更なし）
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新型コロナ、インフル等の集団感染・臨時休業事例の公表方法の見直し

１ ⾒直しの内容及び理由
○新型コロナ、インフルエンザ、感染性胃腸炎等の集団感染・臨時休業事例の公表⽅法について、基本的に、現状の新型コロナの資料提供と同じ
⽅法・内容に統一します。

○新型コロナ対応の経験を踏まえると、県⺠が地域での各種感染症の流⾏状況の把握と感染対策を強化する一助として、施設名を公表する意義
は現状は低いと考えられるため、公表情報は施設種別（保育所、⾼齢者福祉施設、⼩学校、等）、発⽣地区（市・郡）、患者数、臨時休業
の場合はその区分（休業、学年閉鎖等）とします。
※ただし、診療の一助としていただくため、学校（幼稚園〜⾼校）、保育園・こども園等の⼦ども関連施設については、発⽣の都度、県庁から医師会へ施設名等をメールで情報提供

２ ⾒直し時期
令和6年4月1⽇〜

現 状 ⾒直し
（取扱いを統一）インフル等 新型コロナ

公表頻度 都度 都度（原則平⽇のみ） 都度（原則平⽇のみ）
公表主体 保健所（インフルは流⾏期は県庁） 県感染症対策センター 県感染症対策センター
公表内容 施設名（代表者名） 施設種別

（保育所、その他社会福祉施設、⼩学校 等）
施設種別
（保育所、その他社会福祉施設、⼩学校 等）

所在地 地区（市・郡） 地区（市・郡）
人数（在籍者数、患者数、現有症状者数） 人数（陽性者数） 人数（患者数）
休業の期⽇・種別
（休校、学年閉鎖⼜は学級閉鎖）

休業区分
（全部⼜は一部）

休業区分
（休校、学年閉鎖⼜は学級閉鎖）

その他
・症状、予防策等[感染性胃腸炎等の場合] － －

＜資料提供内容の⾒直し＞
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高齢者施設等の集団感染事例対応（新型コロナを含む）[R6.4.1～]

高
齢
者
施
設
等

保 健 所 県感染症対策センター

協力医療機関
施設医師

市町村（担当課）

⿃取市・中部総合事務所・⻄部総合事務所
（ 福 祉 部 門 ）

県⻑寿社会課、障がい福祉課等

各指導監督機関

情報共有

連携

集団感染事例のとりまとめ公表

連携

集団感染事例（10人以上
等）等の報告

・一般的助言等（感染対策）
・指導（BCP、研修等）
・感染管理認定看護師

の派遣調整等

・必要に応じた疫学調査
・必要な衛生上の指導

集団感染
事例の発生

※「社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について」（平成
17年2月22日付健発第0222002号他厚生労働省健康局⻑他通知。令和
5年4月28日一部改正。）をもとに作成。

・感染拡大防止（ゾーニング、検査等）
・健康観察、施設内療養

(注)福祉・医療施設感染対策センター
ではありません。
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令和６年４月以降の高齢者・障害者施設の運営基準（感染症関係）

○ 特養、老健等の入所・入居施設における感染症対応については、県条例・規則（又は市町村条例・規則）により、
施設の運営基準として義務付けられるため、条例等にもとづく指導等が可能 ※今後、条例・規則改正予定

○ ただし、有料老人ホーム等については、緩やかな規制・ルールのもとで運営している施設であり、県条例・規則
ではなく、ガイドラインに基づく指導対応となる

区分 種別 ４月以降の運営基準（条例・規則改正後） 指導監
督権限

高齢者施設 • 特別養護老人ホーム（地域密着型含む）、介護
老人保健施設、介護医療院

• 特定施設（介護付の有料老人ホーム・サービス
付き高齢者向け住宅・軽費老人ホーム） ※地域
密着型含む

• 認知症GH
• 軽費老人ホーム、養護老人ホーム

以下のとおり、県条例・規則又は市町村条例・規則により
義務付けを行い、所管部局において指導

• 新型コロナ等の感染症対応については、協力医療機
関との連携対策を構築（医師等による相談体制、診
療・入院体制の確保）

• 新興感染症対応については、第二種協定指定医療機
関（発熱外来）との連携体制を構築（施設と医療機関
間で新興感染症発生時の対応を取り決め等）

県又は
市町村

障害者施設 • 障害者支援施設、障害者GH

高齢者施設 • 有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅
（介護保険上の特定施設に該当しないもの）
➡多くの有料、サ高住が該当

上記入所・入居施設と同等の内容をガイドラインに定め、
所管部局において指導（予定）
※国のガイドラインが今後示される予定

県又は
鳥取市

※高齢者施設のうち、短期入所施設、小規模多機能型居宅介護等のいわゆる「ショート」については、上記のような定めはない。
※お泊りデイについても、制度上、入所施設という位置づけではなく、上記のような定めはない。

施設種別ごとの運営基準（感染症関係）
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4 中山間地の訪問介護
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中山間等訪問介護事業安定確保対策事業
中⼭間地域において在宅生活を⽀える訪問介護事業を安定的に提供するため、以下の⽀援策により総合的な対策を実施する。

① 訪問介護サービス緊急⽀援事業【継続・拡充】
過疎地域においても在宅介護ができる体制を維持するため、事業存続が困難となっている訪問介護事業所の運営費を市町村が⽀援した額に対して、県が補助を⾏う。［R3創設］
中⼭間地域における訪問介護の更なる充実のため、R6年度は下記のとおり、⼀部拡充して実施予定。

中山間地域の訪問介護事業の安定確保に向けた取組

【現⾏】
(1) 補助対象
市町村全域が過疎地域であって、
訪問介護サービス事業所が市町村内に1つしかない市町村

(2) 補助対象経費
事業存続が困難となっている訪問介護事業所の運営費に対して市町村が⽀援した額

(3) 補助率 1/2 （1事業所あたり50万円／年を上限）

【R6】
(1) 補助対象
過疎地域である平成合併前の市町村区域があり、
当該区域において訪問介護サービス事業所が２か所以下しかない市町村

(2) 補助対象経費
事業存続が困難となっている訪問介護事業所の運営費に対して、市町村が⽀援した額

(3) 補助率 1/2 （1事業所あたり100万円／年を上限）

② 中山間地域における訪問介護サービス継続⽀援事業【新規】
中⼭間地域の訪問介護サービス維持のために、⼈員の柔軟な活⽤等を⾏う事業所を⽀援する市町村に対して⽀援を⾏う。

（１）既存訪問介護事業所の継続⽀援
補助対象者 ︓過疎地域である平成合併前の市町村区域があり、当該区域において訪問介護サービス事業所が２か所以下しかない市町村
補助対象経費︓基準該当サービス登録を⾏い、⼈員基準の緩和を⾏った上で、時期的な繁閑に応じて訪問介護職員を他のショートステイ等の事業所に職員派遣を⾏うなど、⼈員の柔軟な

活⽤を⾏う事業所に対して、派遣する職員等の⼈件費の⼀部を市町村が⽀援する額
補 助 率 ︓市町村が⽀援した額の１／２ （県補助上限額︓⼀事業所当たり１，０００千円）

（２）新規訪問介護事業所の参入⽀援
補助対象者 ︓過疎地域である平成合併前の市町村区域があり、当該区域において訪問介護サービス事業所が２か所以下しかない市町村
補助対象経費︓通所介護事業者等が訪問介護（基準該当サービスを含む。）事業者として、新たに訪問介護事業を開始しようとする場合に開始に要する初度経費について市町村が⽀援する額
補 助 率 ︓市町村が⽀援した額の１／２ （県補助上限額︓⼀事業所当たり１，０００千円）
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5 施設整備
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地域包括ケアシステムの構築に向けて、都道府県計画に基づき、地域密着型サービス等、
地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進するための⽀援を⾏う。

１．地域密着型サービス施設等の整備への助成【継続】

介護施設等の整備（地域医療介護総合確保基金①）

２．介護施設の開設準備経費等への⽀援【継続】

①可能な限り住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域密着型サービス施設・事業所等の整備（土地所有者（オーナー）が施設運営法⼈に有償で貸し付ける目的
で整備する場合や、改築・増改築を含む）に対して⽀援を⾏う。

② 上記対象施設を合築・併設を⾏う場合に、それぞれ補助単価の５％加算を⾏う。
③ 空き家を活⽤した地域密着型サービス施設・事業所等の整備について⽀援を⾏う。
④ 介護離職ゼロ50万⼈受け皿整備と⽼朽化した広域型施設の⼤規模修繕を同時に進めるため、介護離職ゼロ対象サービスを整備する際に、あわせて⾏う

広域型特別養護⽼⼈ホーム等の⼤規模修繕・耐震化について⽀援を⾏う。
⑤ ⼀定の条件の下で、災害レッドゾーン・災害イエローゾーンに⽴地する⽼朽化等した広域型介護施設の移転建替（災害イエローゾーンにおいては現地建

替も含む。）にかかる整備費の⽀援を実施。

① 特別養護⽼⼈ホーム等の円滑な開設のため、施設の開設準備（既存施設の増床や再開設時、⼤規模修繕時を含む）に要する経費の⽀援を⾏う。
※⼤規模修繕の際にあわせて⾏う介護ロボット・ICTの導入⽀援も含む

② 在宅での療養生活に伴う医療ニーズの増⼤に対応するため、訪問看護ステーションの⼤規模化やサテライト型事業所の設置に必要な設備費⽤等に
ついて⽀援を⾏う。

③ 土地取得が困難な地域での施設整備を⽀援するため、定期借地権（⼀定の条件の下、普通借地権）の設定のための⼀時⾦の⽀援を⾏う。
④ 施設整備候補地（⺠有地）の積極的な掘り起こしのため、地域の不動産事業者等を含めた協議会の設置等の⽀援を⾏う。また、土地所有者と介護

施設等整備法⼈のマッチングの⽀援を⾏う。
⑤ 介護施設で働く職員等を確保するため、施設内の保育施設の整備、介護職員⽤の宿舎の整備に対して⽀援を⾏う。

３．特養多床室のプライバシー保護のための改修等による介護サービスの改善【継続】
① 特別養護⽼⼈ホーム及び併設されるショートステイ⽤居室における多床室のプライバシー保護のための改修費⽤について⽀援を⾏う。
② 特別養護⽼⼈ホーム等のユニット化改修費⽤について⽀援を⾏う。
③ 施設の看取りに対応できる環境を整備するため、看取り・家族等の宿泊のための個室の確保を目的として⾏う施設の改修費⽤について⽀援を⾏う。
④ 共生型サービス事業所の整備を推進するため、介護保険事業所において、障害児・者を受け入れるために必要な改修・設備について⽀援を⾏う。

補助単価8.1％UP
予定です！
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補助単価8.1％
UP予定
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補助単価8.1％
UP予定
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介護施設等において、新型コロナウイルスの感染拡⼤を防止する観点から、①多床室の個室化に要する改修費、
②簡易陰圧装置の設置に要する費⽤、③感染拡⼤防止のためのゾーニング環境等の整備に要する費⽤を⽀援する。

① 多床室の個室化に要する改修費【継続】

介護施設等の整備（地域医療介護総合確保基金②）

■事業内容
事業継続が必要な介護施設等において、感染が疑わ
れる者が複数発生して多床室に分離する場合に備え、
感染が疑われる者同⼠のスペースを空間的に分離す
るための個室化（※）に要する改修費について補助
※可動の壁は可
※天井と壁の間に隙間が生じることは不可

■補助対象施設
入所系の介護施設・事業所

■補助単価・補助率
１定員あたり107万円
※ 補助率を導入

③ 感染拡大防止のためのゾーニング環境等の
整備に要する費用【継続】

② 簡易陰圧装置の設置に要する費用【継続】

■事業内容
新型コロナウイルス感染症対策として、感染発生時
対応及び感染拡⼤防止の観点からゾーニング環境等
の整備に要する費⽤について補助

■補助対象施設
入所系の介護施設・事業所

■補助単価・補助率
① ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置によ
るゾーニング︓109万円/箇所
② 従来型個室・多床室のゾーニング︓654万円/箇
所
③ 家族⾯会室の整備︓382万円/施設
※ ①〜③補助率を導入

■事業内容
介護施設等において、感染が疑われる者が発生した
場合に、感染拡⼤のリスクを低減するためには、ウ
イルスが外に漏れないよう、気圧を低くした居室で
ある陰圧室の設置が有効であることから、居室等に
陰圧装置を据えるとともに簡易的なダクト工事等に
必要な費⽤について補助

■補助対象施設
入所系の介護施設・事業所

■補助単価・補助率
１施設あたり︓471万円×都道府県が認め
た台数（定員が上限）
※ 補助率を導入

補助単価8.1％UP
予定です！
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高齢者施設等の防災・減災対策を推進するため、スプリンクラー設備等の整備、耐震化改修・⼤規模修繕等のほか、非常⽤自家
発電・給水設備の整備、水害対策に伴う改修等、倒壊の危険性のあるブロック塀等の改修の対策を講じる。

介護施設等の整備（地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金）

メニュー 対象施設 補助率

耐震化改修、
⼤規模修繕等

定員２９⼈以下の小規模施設 定額（上限︓施設によって1,540万円また
は773万円）

⼤規模修繕等【追加】 定員 30 ⼈以上の広域型介護施設のうち、社会
福祉連携推進法⼈等が運営するもの

国１/２、自治体１/４、事業所１/４

非常⽤自家発電整備
水害対策強化事業

定員２９⼈以下の小規模施設 定額（上限︓施設によって1,540万円また
は773万円）

特別養護⽼⼈ホーム、介護⽼⼈保健施設、軽費
⽼⼈ホーム、養護⽼⼈ホーム、介護医療院

国１/２、自治体１/４、事業所１/４

給水施設整備 特別養護⽼⼈ホーム、介護⽼⼈保健施設、軽費
⽼⼈ホーム、養護⽼⼈ホーム、介護医療院、認
知症高齢者グループホーム等

国１/２、自治体１/４、事業所１/４

ブロック塀改修 広域型または小規模の入所系・通所系の施設 国１/２、自治体１/４、事業所１/４

スプリンクラー整備 軽費⽼⼈ホーム、有料⽼⼈ホーム、小規模多機
能型居宅介護事業所等の宿泊を伴うサービス施
設

定額（上限︓9,710円/㎡）等

換気設備設置 入所系の介護施設・事業所 定額（上限︓4,000円/㎡）
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６ 地域包括支援センター
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R6地域包括支援センター職員等研修（予定） ※県直分
R5開催状況

地域包括ケア推進
セミナー(1回)

・岩名礼介氏(MURC)
・制度改正、9期計画等

初任者研修
(1回)

・中澤伸氏(川崎聖風福祉会)
・包括の役割等

現任者研修(1回) ・中澤伸氏(川崎聖風福祉会)
・包括の役割等

管理者研修
総合相談研修
(各1回;午前/午後)

・中澤伸氏(川崎聖風福祉会)
・包括の役割、相談支援等

介護予防研修
(3回)

・岩本朋子氏(大磯町包括)
・予防プラン等

地域ケア会議研修
(1回)

・中澤伸氏(川崎聖風福祉会)
・ケア会議の本質等

地域リハビリ研修
(2回;午前/午後)

・三宅神奈氏(地域・ひと・
LIFEサポート)
・地域リハ等

R6開催予定
地域包括ケア推進
セミナー(1回)

・6月14日(金)午後
・中澤伸氏(川崎聖風福祉会)
・地域共生社会の実現に向けて

初任者研修
(1回)

・7月26日(金)終日、27日(土)午前
・中澤伸氏(川崎聖風福祉会)

木内健太郎氏(地域包括ｹｱｽﾃｰｼｮﾝ)
岩本朋子氏(大磯町⻄部包括)

・包括の役割、4業務等
現任者研修
(2回)

Ⅰ ・9月20日(金)午後
・中澤伸氏(川崎聖風福祉会)

中恵美氏(金沢市包括)
・ケア会議の本質、地域課題の抽出

Ⅱ ・11月1日(金)終日
・田中明美氏(生駒市役所)
・介護予防の本質、総合事業の充実

PT会に委託して実施予定

＜R6研修体系の見直し＞
・漏れなく網羅的に
・年間を通して計画的に
・段階的＆継続性をもって 45



７ 介護人材対策・外国人人材確保対策
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介護フェア（R5.11月）で高校
生と若手介護職員が対談

介護人材の確保に向けた主な対策①
参入促進のための取組参入促進のための取組

職場定着のための取組職場定着のための取組

介護フェア（啓発イベント）や出前講座等によ
り、介護の仕事の理解促進や魅⼒を発信。

◆介護の仕事の理解促進・魅⼒発信
◆福祉・介護人材のマッチング⽀援

「福祉の就職フェア」（就職説明会）の開催や、介護分野専属の就職⽀援
コーディネーター配置など、求職者と求⼈事業所のマッチングを⽀援。

◆介護福祉⼠等修学資⾦の貸付
介護福祉⼠を目指す⽅、介護の職場に再就職・転職する⽅に修学資⾦
貸付により⽀援。（県内で就職・⼀定期間勤務により返還免除）

◆入門的研修の開催

◆職員対象の各種研修の開催及び受講⽀援
◆介護ロボット・ICT の導入⽀援

職員の負担軽減や業務効率化の推進のため、介護
ロボット、ICT機器の導入を⽀援。

介護に関する基本的な知識を学ぶ「介護の入門的研修」を開催。

出前講座(R6.2月境港市開
催）で⾞いす介助を体験

介護DXを効果的に活⽤し、介護現場の労働環境と経営の改
善を進め⼈材定着を図る、県内介護施設を介護DXモデル事
業として⽀援（1事業所）。

★職場のメンタルヘルス対策研修・職場環境改善研修
★若手職員向け研修（モチベーション向上・離職防止）
★テーマ別に実践的知識を学ぶ介護専門職研修
★介護職員初任者・実務者研修等各研修の受講⽀援 等

◆介護施設のDXモデル事業（R6新規）

◆介護助⼿の導入⽀援
シニア世代を中心に、介護の補助的業務を担う介護助手の導入を⽀援。

介護従事者の確保、地域包括ケアを⽀える専門職や地域の担い手の
養成を⾏う、各市町村、介護事業者団体の取組を⽀援。

◆鳥取県地域医療介護総合確保基⾦（介護従事者確保）補助⾦
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介護人材の確保に向けた主な対策②（外国人材）
●介護人材の確保が喫緊の課題となる中、介護現場における外国人材の重要性が年々⾼まっており、受入体制の整備が急務。
●雇用促進、キャリア構築、生活⽀援など、外国人材や受入事業所・施設に対する⽀援強化及び受入環境整備を図る。

（１）来⽇前・リクルート活動⽀援事業
①在外機関と連携して⾏うリクルート活動への⽀援【新規】

法⼈が海外で在外機関（学校等）と連携して⾏うリクルート活動（説明会、⾯接等）経費を⽀援。
（補助率10/10 上限500千円）

②特定技能外国人の受入マッチング⽀援【新規】
⼀定の専門性・技能を有する特定技能外国⼈と県内介護施設等とのマッチング⽀援事業を実施し、小規模
事業所等における外国⼈材受入を⽀援。（目標︓特定技能外国⼈20⼈受入）

（２）来⽇後・受入環境整備・資質向上に対する⽀援事業
①外国人介護人材が介護現場で働きやすくするための環境整備【新規】

県内受入施設等に対して、ツール等（携帯翻訳機、多⾔語対応の介護記録ソフトウェア、オンライン学習
ツールなど）の導入費⽤等を⽀援（補助率3/4 上限300千円）

②留学生への奨学⾦⽀給に係る⽀援事業【継続・拡充】
従来取組②のとおり（※⼀定要件を満たした場合、上限額に加算）

③外国人受入介護事業者等に対する学習強化・生活⽀援【継続・拡充】
㋐受入施設等におけるコミュニケーション⽀援、介護福祉⼠資格取得⽀援、生活⽀援の取組経費の⼀部を
⽀援。㋑介護福祉⼠養成施設における教員の質の向上や試験対策に必要な取組を⽀援。
（㋐補助率2/3 上限200千円、㋑補助率10/10 上限500千円） ※従来取組①を拡充。

＞＞㋐、 ㋑の各取組について市町村も補助対象とする。
④介護福祉⼠養成施設の⽇本語学習充実⽀援事業【新規】

介護福祉⼠養成施設における留学生の確保に向けた取組や、カリキュラム外の取組（留学生に対する日本
語学習等の課外授業の実施など）を⽀援。（補助率10/10 上限5,000千円）

⑤外国人材・受入職員等の資質向上事業【新規】
外国⼈材の介護技能・資質の向上を図るため、外国⼈材や受入担当職員を対象にした各集合研修等を開催。

R6の取組予定

①外国人受入事業者等に対する学習強化⽀援事業
外国⼈実習生等を受け入れる介護事業所に対し、介護技術・日

本語研修の実施、受入環境整備の取組を⽀援する。
（補助率2/3 上限200千円）

②留学生への奨学⾦⽀給に係る⽀援事業
受入事業者が留学生に給付する奨学⾦の⼀部を⽀援する。
（補助率1/3 上限1,120千円/⼈）

※1年目（日本語学校） 320千円
2-3年目（養成施設）各400千円

③受入導入セミナー開催
外国⼈介護⼈材受入制度概要の説明や、県内介護事業所の取組

事例紹介等により、外国⼈材の受入体制整備等の促進を図るセミ
ナーを開催。

従来の取組

拡
充

＜関係者意⾒・要望（主なもの）＞
○渡航費や手数料等、リクルート活動から、受入後の

⽀援に係る経費負担が⼤きい。
○小規模事業所は受入ノウハウがなく、導入が難しい。
○生活⾯（住居、通勤等）に対する⽀援が必要。
○日本語学校、介護福祉⼠養成施設、介護事業所等が

連携した取組への⽀援が必要。
○養成施設留学生への語学学習や生活への⽀援が必要。

【目標】県内福祉施設に勤める外国⼈労働者を第9期計画期間中（R6〜8年度）に100人UP︕
➔ 令和8年度末の目標値︓230人 （参考）R4.10月末 128⼈ ※⿃取労働局
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８ とっとり方式認知症予防プログラムの普及
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認知症予防プログラム検討委員会

運動部会 座学部会 知的活動部会

具体的なプログラム・実践方法の提案

50分 20分 50分

『 週1回2時間・24週間実施 (1教室 12-15人) 』

運動 休憩 知的活動座学
(4週間に1回)

or

とっとり方式認知症予防プログラムの普及
⿃取大学、伯耆町と
連携し、認知症予防
のためのプログラム
を作成。
全県への普及を進め
ています。

〇市町村の主宰する介護予
防教室、介護施設や地域の
サロン、老人クラブ、自治
会活動等に展開
〇全国放送で紹介され、県
外の自治体や介護施設から
の問合せも多数。

〇各市町村、地域での活用
をお願いします。

婦人公論2月号
にも紹介記事
が載りました。
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９ アルツハイマー病治療薬対策
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アルツハイマー病治療薬(レカネマブ)に関するポイント
① 2023.12保険治療薬として承認 ※製品名レケンビ

② 2024.春〜 医療機関の治療体制が整い本格化
③治療対象となる方は、アルツハイマー病のごく

初期の方(進んでしまっている方は適用とならない。)
→ 認知症で「困っている」本人家族からの相談という段階では、時す

でに遅しの可能性が高い。
→ 住⺠の皆さんの治療機会を損ねないよう、相談、⽀援体制をもう一

段回前倒していく必要がある。
「まだあまり困っていない」人を相談、⽀援、治療のテーブルに乗
せていく、今までにない取組が必要となる。

アルツハイマー病治療薬の治療⽀援
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アルツハイマー病治療薬による治療フロー
①早期に医療へとつなげ、「アミロイドPET」、「脳髄液検査」に
より、治療適用かどうかを確定。
②治療となる場合の標準的な治療期間は18か月
③保険適用ではあるものの、治療費は高額で、治療期間を通じ、高

額医療費制度の上限額程度の自己負担が必要。

点滴

相談機関
包括支援

センター等

脳の健康
相談会

認知症疾患
医療

センター

認知症
サポート医

点滴検査機関

PET-CT
脳髄液検査

認知症
専門医

脳神経
内科医

相談

なんか気になる
なぁ、、。

受診

紹介 紹介

専門病院 かかりつけ医

紹介

適用外
・病気がない
・すでに進み過ぎている
・別の疾患 等

MRIで､脳の
腫れなど副
作用をﾁｪｯｸ

安定後はかか
りつけ医等に
より、隔週で
点滴

アルツハイマー病治療薬 相談から治療まで

PET-CTは､鳥大・県中
の機器が対応可予定

治療
開始

検査
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アルツハイマー病治療薬の普及に関する取組

①啓発
→早期の受診、検査を促す広報の実施(県は広告予算を確保)
→ホームページに情報を一元化

(早期治療の重要性、効果、リスク、対応医療機関等の情報を一元的に提供)
→このほか、県、市町村、医療機関、関係機関が、さまざまな機会を捉えて、

アルツハイマー治療薬の広報と早期診断の働きかけ

②相談・治療体制の整備
→県、市町村 → 相談を受け、医療機関につなげる体制が必要
→医療機関 → アルツハイマー治療薬の地域連携体制を構築中

③治療費の⽀援
→県、市町村の協調による補助金制度を検討中
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10 認知症行方不明対策
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認知症の方は増加しており、前述のとおりR5に県内では若年性認知症の方の行
方不明案件が発生。
なお、GPSなどICTの活用は、認知症行方不明の防止に一定の効果があると考え
られる。

※R5現在、以下の8市町が、GPSを活用した認知症行方不明対策に関し、助成制度を運用。
これらは地域支援事業（認知症⾼齢者見守り事業）を活用中。ただし、当該制度は市町村負担（全体の19.85％）
以外に1号保険者（23％）の負担分があり、活用をしていない市町村あり。
鳥取市、米子市、岩美町、若桜町、八頭町、三朝町、湯梨浜町、北栄町

ICT活用による見守り⽀援
家族が認知症本人と協議、了解のもと紛失防止タグ、GPSタグを活用して

見守りを行う場合に、購入費の市町村負担分の１／２補助
※整備後の運営費(通信費)や電池等の費用も対象

市町村一人当たり上限２０千円
県補助基準額：市部１，０００千円／年、町村部３００千円／年

また、県が使用方法等の啓発活動（資料作成）も実施。

ICT活用による認知症行方不明防止⽀援事業
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１ GPS発信機(GPSタグ)
・ブルートゥース(無線通信)などを経由せず、GPSを通じて、直接位置

情報を監護者の携帯やパソコンに伝達。
・リアルタイムで対象者の位置がわかり、後述のiphoneの「紛失防止

タグ」と異なり、iphone利用者に限定されない。
また、iphone利用者が近くにいなくても位置を知ることができ、人

口の少ない、中山間などで有効な方法と考える。

〇費用:本体ひとつ20,000円前後
・このほか、利用料(通信費)として、通信事業者に対し月1,000円

程度の支払いが生ずる。

導入機器（想定）
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２ アップルタグ（紛失防止タグ）
・Appleの「iphoneを探す」機能を活用した方法で、iOS端末のみで、

活用が可能。
・認知症本人の靴等にタグをつけると、付近の第三者が持つiphone

とブルートゥース(無線通信)を行い、当該第三者の位置情報を
監護者に伝えるシステム。

※その際、第三者の個人情報が監護者に伝わることはない。

〇費用:本体ひとつ2,000円〜5,000円前後
月額料金や通信料金がかからない

導入機器（想定）

Apple社の紛失防止タグ
（直径32㎜×厚8㎜）
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３ GPS発信機を活用した位置検索サービス

セコムの携行端末 ALSOKの携行端末

導入機器（想定）
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その他
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質問について
介護保険制度等の改正に関する質問については、
県⻑寿社会課HPに掲載している質問様式に必要事項を記入の上、
「とっとり電子申請サービス」にて提出してください。

・県⻑寿社会課HP
URL : https://www.pref.tottori.lg.jp/33684.htm

・「とっとり電子申請サービス」質問用フォーム
URL：https://apply.e-tumo.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=11445 

回答は、上記県⻑寿社会課HP上で行います。(個別には回答いたしません。)
厚生労働省に問い合わせたうえでの回答となる場合は、日数を要します。
あらかじめ御了承ください。

例年、すでにQ.A.などで明らかになっている事項について、同様の質問がなされる事例が
あります。

質問にあたっては、上記県⻑寿社会課HPに掲載した資料等をご確認の上、質問いただく
ようお願いします。
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